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大 阪 市 
 

  



 

 

＊ご意見の募集について＊ 

この度、2024（令和６）年度から 2026（令和８）年度までを計画期間とする次
期「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（第９期計画）（以下、「計画」と
いいます。）の素案を取りまとめました。 

つきましては、この計画素案に対する意見を募集します。 
今後、いただきましたご意見を参考にしながら検討を重ね、2024（令和６）年度

からの計画を策定します。 
なお、いただきましたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじ

めその旨、ご了解願います。 
 

【募集期間】 
令和 5 年 12 月 25 日（月）から令和 6 年 1 月 24 日（水）まで（必着） 

   

【ご意見の提出方法】 
次の１～５の方法でご意見をお寄せください。なお、「１ 送付」「２ ファックス」「３ 持参」

の方法による場合は、この冊子の最後に添付している用紙をご活用ください。 
 

１ 送付 

〒530-8201 大阪市北区中之島 1-3-20  
大阪市福祉局高齢福祉課「計画素案の意見募集」係あて 

 
２ ファックス 

大阪市福祉局高齢福祉課（06-6202-6964）あて 
 

３ 持参 

大阪市北区中之島 1-3-20 大阪市福祉局高齢福祉課（大阪市役所 2 階北側） 
開庁日：平日午前 9 時から午後 5 時 30 分 

ただし、12 月 29 日～1 月 3 日、８日は受付できません。 
 

４ 電子メール（e-mail） 
kourei-kaigo-keikaku@city.osaka.lg.jp（すべて半角）まで 
※様式の定めはありません。メール本文に、ご意見を記載してください。 

（ファイル添付はご遠慮ください） 
※差し支えなければ、お住まい（大阪市内・市外の別のみ）、年齢について 

記載してください。 
 

５ スマートフォン等からのオンライン申請 
右の QR コードから「大阪市行政オンラインシステム」申請画面へ 

※このページ下段の大阪市ホームページからもアクセスできます。 
 

【お問い合わせ】 
大阪市福祉局高齢福祉課 
電話番号 06-6208-8026 ファックス番号 06-6202-6964 

 
【ご意見の取り扱いなど】 

※電話や窓口での口頭によるご意見は受けつけておりませんのでご注意ください。ご意見を
いただきました皆さまの個人情報は、本件以外の目的に一切使用・公表しません。 

※この冊子は、計画（素案）の概要をまとめたものであり、計画（素案）の全文に 
つきましては、大阪市福祉局高齢福祉課（市役所２階）、各区保健福祉センター 
福祉業務担当等に設置しています。また、以下のホームページにも掲載しています。 
（https://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/fukushi/0000611365.html） 

※「用語解説」は計画（素案）全文または大阪市ホームページをご覧ください 
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１ 計画策定について 

 

■計画策定の背景と趣旨 

大阪市では、地域で生活するすべての高齢者が、生きがいを持って安心して生活できる環境を

実現するために「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、総合的かつ効果的

に高齢者施策を推進しています。 

2040 年には団塊ジュニア世代が 65 歳以上の前期高齢者となり、生産年齢人口が減少して社

会保障を支える担い手不足が深刻になることに加え、85 歳以上人口の急速な増加により、要介

護認定率の高まりや認知症高齢者の一層の増加が見込まれます。 

そのため、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、介護人材の確保や介護現場の生産性の

向上をすすめるなどの具体的な方策を定めることが重要となっています。また、高齢者の単身世

帯や 85 歳以上人口が増加する中で、医療と介護の双方のサービス需要がさらに増加し、多様化

していくことが想定され、医療・介護連携の必要性もさらに高まっています。 

 

■計画の期間 

この計画は、2024(令和６)年度から2026(令和８)年度までの３か年を計画期間としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条の規定に基づき、「高齢者保健福

祉計画」（法律上は「老人福祉計画」）と「介護保険事業計画」を一体のものとして策定するもの

です。介護保険及び保健・医療・福祉サービスを総合的に展開することをめざしています。 

また、高齢者に関わる様々な計画との整合性も図っています。  
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２ 大阪市の高齢者を取り巻く状況 

 

■人口の推移と推計 

大阪市の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の平成29年推計によると、５年単位での将来

人口は、2020（令和２）年をピークに人口減少局面に向かい、将来の人口構成比をみると、少子

高齢化の進行が予測されます。 

大阪市の年齢３区分別将来推計人口（推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 27 年、令和２年は総務省「国勢調査 参考表：国勢調査に関する不詳補完結果」。 

令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計）を基に大阪市算出。 

 
 

■今後の高齢者人口および高齢化の推移 

高齢者人口については今後も大幅な増加が予測され、高齢化率についても2025(令和７)年に

25.8％、2040(令和22)年に30.8％と上昇することが見込まれます。また、高齢者の内訳をみる

と、前期高齢者数（65歳～74歳人口）を後期高齢者数（75歳以上人口）が上回っています。 

大阪市の将来推計人口（高齢者） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

資料：平成 27 年、令和２年は総務省「国勢調査 参考表：国勢調査に関する不詳補完結果」。 

令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 29 年推計）を基に大阪市算出。 

推計値 

実績値 推計値 

実績値 
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■65 歳以上世帯員のいる世帯の状況 

大阪市の 65 歳以上世帯員のいる一般世帯の状況をみると、単独世帯の割合が上昇傾向で推

移しており、2020(令和２)年に 45.0％となっています。単独世帯の割合は全国平均や他都市

に比べて非常に高くなっています。 

 

65 歳以上の世帯状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

65 歳以上の世帯内訳（都市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和2年国勢調査 
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■要介護認定者の推移と推計 

本市の要介護認定者数は増加傾向を経て、近年は横ばいとなっていますが、今後増加していく

ことが推計されています。認定率は、大阪市においても全国的にも年々上昇しています。また、

大阪市の認定率は、全国の値を大きく上回っています。 

介護度別・要介護（要支援）認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪市福祉局 （2023（令和５）年までは各年３月末実績） 

 

大阪市・全国の要介護度別認定率の状況 

  
要支援 

1～２ 
要支援１ 要支援２ 

要介護 

1～５ 
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

大阪市 8.4% 5.0% 3.4% 18.4% 4.2% 4.4% 3.4% 3.7% 2.7% 

全 国 5.4% 2.7% 2.6% 13.8% 4.0% 3.2% 2.5% 2.4% 1.6% 

資料：大阪市福祉局（2023(令和５)年３月末） 

 

■認知症高齢者等の推移 

要介護認定における「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の方については、2023(令和

５)年には85,993人にまで増加しています。また、この間、第1号被保険者数は横ばいで推移し

ているものの、長寿化の影響に伴い、有病率の高い85歳以上の人口が増加していることから認

知症高齢者数が増加しています。 

認知症高齢者数と第１号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪市福祉局 
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※認知症高齢者数は要介護認定データによる「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の人の数

認知症高齢者数（65歳以上） 85歳以上人口

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(平成28)年 (平成29)年 (平成30)年 (平成31)年 (令和2)年 (令和3)年 (令和4)年 (令和5)年

672,774 680,434 684,566 686,968 687,673 686,793 682,062 676,867第1号被保険者数

（65歳以上）
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３ 高齢者実態調査等 

 

今後の高齢者施策の効果的・効率的な展開を図ることを目的として、2022（令和４）年度に「高

齢者実態調査」「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を実施しました。調査結果報告書については

大阪市ホームページ等を参照ください。 

 

●高齢者実態調査 

① 本人調査 

調 査 対 象 市内に居住する 65 歳以上の高齢者から無作為抽出した 20,400 人 

有効回答数 12,794 件（62.7％） 

調 査 概 要 
世帯・住まいの状況、健康状態・健康に対する意識・日常生活の状況、就労・地域

生活支援、将来の介護や援護に対する考え、高齢者施策全般 等 

② 介護支援専門員調査 

調 査 対 象 市内の居宅介護支援事業所等に勤務するすべての介護支援専門員 4,423 人 

有効回答数 2,860 件（64.7％） 

調 査 概 要 
担当している利用者の状況、サービス内容と課題、支援困難な利用者への対応状況、

高齢者虐待の状況、居宅介護支援事業全般について、ヤングケアラーに関すること 等 

③ 介護保険サービス利用者調査 

調 査 対 象 
市内に居住する要支援・要介護認定者で、2022(令和４)年４月１日時点で介護 

サービスを利用している人から無作為抽出した 6,400 人 

有効回答数 3,038 件（47.5％） 

調 査 概 要 

世帯の状況・介護の状況、要介護認定、介護保険サービスの利用状況と利用に対する考

え、外出の状況、介護予防・重度化防止の取組、健康状態、新型コロナウイルス感染症

対策、かかりつけ医・歯科医・薬剤師、地域活動、認知症、高齢者向けサービス情報・

生活の満足度 等 

④ 介護保険サービス未利用者調査 

調 査 対 象 
市内に居住する要支援・要介護認定者で、2022(令和４)年４月１日時点で介護サ

ービスを利用していない人から無作為抽出した 9,300 人 

有効回答数 3,383 件（36.4％） 

調 査 概 要 

世帯の状況・介護の状況、要介護認定、介護保険サービスの利用状況と利用に対する考

え、外出の状況、介護予防・重度化防止の取組、健康状態、新型コロナウイルス感染症

対策、かかりつけ医・歯科医・薬剤師、地域活動、認知症、高齢者向けサービス情報・

生活の満足度 等 
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⑤ 介護者調査 

調 査 対 象 
介護保険サービス利用者・未利用者調査の対象者を介護している人(介護サービス

事業者を除く) 

有効回答数 利用者調査 1,310 件、未利用者調査 1,797 件 

調 査 概 要 介護者の基本属性、介護の状況、介護上の問題、介護離職に関する問題 等 

⑥ 施設調査 

調 査 対 象 市内にある介護保健施設及び福祉施設（1,121 施設） 

有効回答数 749 件（66.8％） 

調 査 概 要 利用者の属性、施設の運営状況、サービスの質向上にあたっての取組状況 等 

 

●介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

調 査 対 象 
2022(令和４)年９月１日現在で、市内在住、要介護認定を受けていない 
65 歳以上の高齢者から無作為抽出した 52,800 人 

有効回答数 36,928 件（69.9％） 

調 査 概 要 

回答者の属性、家族や生活状況、からだを動かすこと、食べること、毎日の生
活、地域での活動、介護予防、たすけあい、健康、認知症にかかる相談窓口の
把握、介護サービス利用前後の健康状態、高齢者向けのお知らせ等情報の入手
先 等 
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４ 計画の基本的な考え方 

 

■基本的な考え方 

●今後のさらなる高齢化社会の進展を見据えて、高齢者も他の世代と共に社会を支えていくとい

う考え方を基本として、高齢者の保健福祉をはじめとする諸施策の充実と介護保険事業の円滑

な運営を図ることにより、高齢者一人一人が地域で自立した生活を安心して営み、長寿化した

人生を健康でいきいきと豊かに尊厳をもって暮らすことのできる社会の実現をめざします。 

●このため、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される

「地域包括ケアシステム」を深化・推進します。 

●将来の介護現場を支える人材の確保は、大阪市においても重要な課題であり、福祉・介護人材

の確保、育成、定着につながる取組を推進します。 

●高齢者の自立支援とともに、要介護状態の重度化防止を図りつつ、介護保険制度の持続を確保

し、サービスを必要とする人に必要なサービスを提供できる取組を推進します。 
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■基本方針 

本計画では、上記の考え方をもとに、次の４点を基本方針とします。 

１ 健康でいきいきとした豊かな生活の実現 

健康でいきいきとした豊かな生活を実現するため、高齢者が年齢にとらわれることなく自由

に主体的に活動し、自立した生活を送ることができるよう、介護予防・健康づくり、生きがい

づくりや社会参加支援の充実に努めます。 

２ 個々人の意思を尊重した生活の実現 

個々人の意思を尊重した生活を実現するため、生活環境や心身の状況等に応じて、地域での

生活を続けることができるよう、また、高齢者本人の意思に基づき、自立した生活を送ること

ができるよう、真に支援が必要な高齢者に対して、適切にサービスが提供されるよう取り組み

ます。 

３ 安全で快適な生活環境の実現 

安全で快適な生活環境を実現するため、高齢者が社会の一員として地域で自立した日常生活

や社会生活を営めるよう、住まいづくりや防災体制の充実とともに、「ひとにやさしいまちづく

り」の推進に努めます。 

４ 利用者本位のサービス提供の実現 

利用者本位のサービス提供を実現するため、高齢者自らの選択に基づき、安心してサービス

を利用できるよう、情報提供、総合相談、サービスへつなぐ支援や権利擁護に努めます。 
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■施策の体系 

 

【基本方針】 【重点的な課題】 【個別の施策】 【具体的取組】 
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５ 高齢者施策の展開 

 

■地域包括ケアシステムの推進体制の充実 

今後ますます高齢者が増加し、複合化・複雑化した課題を抱える高齢者に対する支援・対応を行

っていくことが重要であり、これまでの取組を踏まえつつ、2040(令和22)年を見据えて、地域共

生社会の実現に向け、中長期的に地域包括ケアシステムを深化・推進していく必要があります。 

 

在宅医療・介護連携の推進 
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築をめざすため、次の事項に取り組んでいきます。 
 

◆ 現状分析・課題抽出・施策立案 

地域の関係団体等が参画する各区の「在宅医療・介護連携推進会議」において、現状分析により抽

出された課題をもとに対応策を検討します。 

「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」において、区域を越える連携の課題や区の取組を円滑に進

めることができるよう、広域における課題と対応策に対する有識者からの意見を反映し、取組を進め

ていきます。 

◆ 対応策の実施 

在宅医療と介護が切れ目なく提供できるよう、日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取

り、認知症への対応、感染症等の非常時の「各場面」における多職種連携によるチームケアの体制の

構築を進めていきます。 

また、地域住民が自ら希望する医療や介護を受けるなど、在宅での療養が必要となったときに、適切に

サービスを選択できるよう普及・啓発を進めていくとともに、「人生会議（ACP）」の理解を促進するため、

医療・介護関係者への研修会の開催や住民への普及啓発に取り組みます。 

◆ 対応策の評価・改善 

今後、PDCA サイクルに沿って地域実情に応じた柔軟な取組を進めることで、切れ目のない在宅医

療と介護の提供体制を構築することにより、さらなる取組の充実を図っていきます。 

 

地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために、地域包括ケア

システムにおける中核的役割を担う機関として、次の事項に取り組んでいきます。 
 

◆ 高齢者の総合相談支援 

総合相談支援・権利擁護業務、地域の多職種協働・多職種連携による包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援や地域住民・専門機関等の地域ネットワークの形成を行うとともに、障がい者基幹相談支援

センター等、様々な相談支援機関と連携し、切れ目なく円滑に介護サービス等が受けられるように支

援を行います。また、地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）が連携して業務を行います。 
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◆ 地域包括支援センターの機能の強化 

地域包括支援センターの運営体制・業務内容等の評価を実施し、市内全域において包括的かつ継続

的な支援体制が公平かつ中立に提供されることを担保し、専門機関として質の向上を図るための取組

を進めます。 

また、大阪市独自の研修として職員等を対象に、基礎研修・発展研修・管理者研修という研修体系

により、各階層に求められる役割と専門的知識を明確にした効果的な研修を実施します。 

◆ 地域ケア会議の推進 

個別ケース検討のための地域ケア会議、高齢者等の自立支援等に資するケアマネジメントを支援す

るための地域ケア会議、ケース検討から見えてきた課題のまとめのための地域ケア会議等を実施しま

す。課題については、地域包括支援センターから運営協議会（区地域ケア推進会議）に報告すること

とし、地域包括支援センターの取組や区の施策を反映するとともに、市域で取り組むべき課題は市地

域ケア推進会議へ報告し、政策形成へつなげることとします。 

 

地域における見守り施策の推進（孤立化防止を含めた取組） 

地域における見守り活動が進むにつれ、表面化していなかった要援護者の掘り起しも進んでき

ており、専門的な支援を必要とするケースも増えています。近年では複合的な課題や適切な支援

機関がみつからない困難事案も増えてきており、専門的なノウハウを持って取り組む必要がある

ほか、支援機関同士のネットワーク強化による横断的な支援に向け、以下の事項に取り組みます。 
 

◆ 地域における見守り活動の活発化に向けた支援 

地域における見守り活動に関する発表の場を設けるなど、地域住民への周知・啓発に取り組み、新

たな地域の担い手を育成し、見守り体制の強化に努めます。 

◆ 孤立世帯等への専門的対応 

「見守り相談室」が地域と連携し、自ら相談できない人を発見するとともに、各種相談支援機関等

と連携し、適切な支援につなげる取組を進めます。制度の狭間や複合的な課題を抱える事例に対して

は、「総合的な支援調整の場（つながる場）」の機能を活用して対応を進めます。多岐にわたる支援困

難事例への適切かつ円滑な対応に向け、福祉専門職のワーカーによる事例の検証やノウハウの共有に

よりスキルアップに努めます。 

◆ 認知症高齢者等見守りネットワーク事業 

認知症高齢者等が行方不明となった場合に、各区の見守り相談室が、地域の協力者へメールを配信

し、早期発見・保護につなげます。また、警察捜索を補完するものとして、「見守りシール」等の配付

や、位置情報専用端末を利用した発信機器等の貸与を行います。 
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複合的な課題を抱えた人や世帯への支援体制の充実 

高齢者を取り巻く福祉課題は複雑化・多様化・深刻化し、本人に対する支援の相談だけでなく、

いわゆる8050問題やヤングケアラーをはじめとしたケアラーを取り巻く課題（老老介護、ダブ

ルケアなど）、失業や障がいなど、家族が問題を抱えている場合も多く、居住の問題、経済的な問

題などを一体的に支援することが求められています。そのため、高齢者の支援機関だけでなく、

各施策分野の関係機関がそれぞれの強みを活かし、連携することにより、相談支援機関・地域・

行政が一体となった総合的な相談支援体制の充実に取り組んでいきます。 
 

◆ 総合的な相談支援体制の充実事業 

既存の仕組みでは解決できない複合的な課題を抱えた人や世帯に対し、区保健福祉センターが「調

整役」となり、関係者が一堂に会して支援方針を話し合う「総合的な支援調整の場（つながる場）」を

開催するなど、「相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相談支援体制」の充実に向けた取

組を行います。 

◆ 生活困窮者自立支援事業 

各区役所内に自立相談支援機関を設置し、相談支援員が多様で複合的な課題を抱える方に対し、他法・

他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、相談者の自立に向けた支援を行います。 

 

ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 

ひとり暮らし高齢者を含むすべての高齢者を対象とした地域における見守りなどの多くの取

組を行っており、今後もひとり暮らし高齢者を支え、地域で安心して暮らすことができるように、

様々な関係部局、関係機関が連携し、次の取組を充実していきます。 
 

 ひとり暮らし高齢者を支えるための主な取組 

相談体制 
▪ 生活困窮者自立支援事業 

▪ 地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）の設置 

地域における見守り ▪ 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 

権利擁護施策 
▪ 成年後見制度 

▪ あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 

認知症の人への支援 
▪ 認知症初期集中支援推進事業 

▪ 認知症高齢者等見守りネットワーク事業 

介護予防の取組 
▪ 百歳体操等の住民主体の通いの場の充実 

▪ 介護予防ポイント事業 

在宅生活の支援 

▪ 生活支援型食事サービス 

▪ 日常生活用具の給付 

▪ ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集） 

▪ 緊急通報システム 

住まいの支援 ▪ 市営住宅における高齢者住宅の入居者募集 
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権利擁護施策の推進 

高齢者に対する虐待は、高齢者の心身に深い傷を負わせる重大な権利侵害です。大阪市では、

区保健福祉センター及び地域包括支援センター（総合相談窓口（ブランチ）を含む）を養護者に

よる高齢者虐待の通報等窓口と位置づけ、専門職を配置して高齢者虐待への迅速かつ適切な対応

と養護者への支援に努めていきます。 

また、認知症高齢者など判断能力が不十分な人に対する権利擁護施策を進めていきます。 
 

◆ 高齢者虐待防止の取組の充実 

・高齢者虐待の知識・理解の普及、啓発や通報窓口の周知等に努めます。 

・「高齢者虐待防止連絡会議」を開催し、情報の共有化や関係機関相互の連携の強化を図ります。 

・生命・身体に重大な危険が生じ緊急に分離が必要な場合、特別養護老人ホーム等で一時的に保護し、

高齢者の身体面の安全と精神面の安定を確保します。 

・養護者の負担軽減や課題解決に向けた取組を行います。 

・養介護施設従事者等に対しては、人権擁護や高齢者虐待防止に関する研修等の取組を進めます。 

◆ 成年後見制度の利用促進及び日常生活自立支援事業の推進 

・身寄りのないなど親族等による申立てができない高齢者に向け、成年後見制度にかかる市長審判請求

を行います。 

・後見等報酬の費用負担が困難な方に対して助成を行います。 

・成年後見支援センターを中核機関として、地域における連携・対応強化を推進します。 

・市民として地域で後見活動を行う「市民後見人」の養成・支援を強化します。 

・判断能力が不十分な高齢者等に対して、福祉サービスの利用援助や、金銭管理・財産保管サービスな

どを行う「あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）」を進めます。 

◆ 老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置 

やむを得ない事由により、介護保険サービスを利用することが著しく困難な高齢者に対し、その事

由が解消し、介護保険法に基づくサービスが受けられるようになるまでの間、必要に応じて老人福祉

法に基づき行政権限による高齢者施設への入所等措置を実施します。 
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■認知症施策の推進 

認知症の人の意思が尊重され、地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現をめざし、

「認知症施策推進大綱」の基本的な考え方を基に、認知症の人の視点に立って、認知症の人やその

家族の意見を踏まえ、総合的に認知症施策を推進しています。また、2023（令和５）年に成立し

た「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づき、今後、国から示される認知症施策

推進基本計画も踏まえて施策を推進していきます。 

 

普及啓発・本人発信支援 

認知症の人やその家族が、地域で安心して暮らし続けるために、地域に暮らす人が認知症に関

する正しい知識や認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、認知症の人本人と

ともに認知症の普及・啓発に努めています。 
 

◆ 認知症に関する理解促進 

認知症サポーターの養成を促進するとともに、認知症の日（９月 21 日）・認知症月間（９月）等の

機会を捉え、認知症への理解を深めるための普及・啓発を行います。 

◆ 相談先の周知 

認知症アプリ・ナビ、ホームページの活用や市民向けパンフレット等により、認知症に関する相談

先等についての周知啓発を図ります。 

◆ 認知症の人本人からの発信支援 

ちーむオレンジサポーターによる活動などの機会を捉え、認知症の人本人からの発信の機会が増え

るよう取り組みます。 

予防 

認知症予防には、認知症の発症遅延や発症リスク低減（一次予防）、早期発見・早期対応（二次

予防）、重症化予防、機能維持、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）の予防・対応（三次予防）

があり、認知症予防に関する周知・啓発の強化を図ります。 
 

◆ 一次予防 

「いきいき百歳体操」等の介護予防に効果的な住民主体の体操・運動等の通いの場の充実に努めま

す。また、ホームページ等による予防啓発、生活習慣病予防に取り組みます。 

◆ 二次予防 

認知症初期集中支援チームによる活動、かかりつけ医等と連携した早期発見・早期対応に向けた仕

組みづくりを推進します。 

◆ 三次予防 

重症化予防や機能維持、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への対応力を向上させるため、医療

従事者や介護従事者への研修の推進等に取り組みます。 

 

 



１５ 

 

医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

認知機能低下のある人や認知症の人に対して、早期発見・早期対応が行えるよう、相談先の周

知を進め、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援

チーム、認知症疾患医療センター等のさらなる質の向上や連携強化を推進するとともに、認知症

の人の介護者の負担軽減を図れるよう支援等を行います。 
 

◆ 早期診断・早期対応、医療体制の整備 

・認知症強化型地域包括支援センターにおいて、認知症施策推進会議の開催等による地域の関係機関の

連携強化、地域の認知症の人の早期発見・早期対応の取組を進めます。 

・認知症初期集中支援チームを各区に設置し、早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・

介護等が受けられる初期の対応体制の構築を進めます。 

・認知症地域支援推進員を各区に配置し、地域の支援機関間の連携づくりや、認知症の人やその家族を

支援する相談業務等を行います。 

・認知症疾患医療センターにおいて、保健医療・介護関係機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関

する鑑別診断、認知症の行動・心理症状と身体合併症への対応、専門医療相談、診断後相談支援等を

実施します。 

◆ 医療従事者等の認知症対応力向上の促進 

医療従事者等に対する認知症対応力向上のための研修や、かかりつけ医の認知症診断等に関する相

談役等を担う認知症サポート医の養成を行います。 

◆ 介護従事者の認知症対応力向上の促進 

認知症介護基礎研修、良質な介護を担う人材確保のための認知症介護実践者研修、認知症介護実践

リーダー研修、認知症介護指導者養成研修を実施します。 

◆ 医療・介護の手法の普及・開発 

弘済院の培ってきた認知症にかかるノウハウを医療・介護従事者に発信していくことで、認知症ケアに

携わる方へのより専門的な支援を広めます。 

◆ 認知症の人の介護者の負担軽減の推進 

介護者の急病等の場合に認知症の人を介護施設等で一時的に受け入れる緊急ショートステイ事業、

認知症カフェ等の設置・運営の支援、家族介護者等に対し認知症の正しい理解を深めるための講演会

や介護技術を習得するための研修会や家族介護者同士の交流会などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

 

認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

生活のあらゆる場面で、認知症になってもできる限り地域で普通に暮らし続けていくための障壁

を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を関係部門が連携しながら推進します。 

また、若年性認知症の人への支援や、認知症の人の社会参加の機会の確保に取り組みます。 
 

◆ 「認知症バリアフリー」の推進 

・認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人やその家族への支援を行う「ちーむオレンジ

サポーター」が継続的に活動できるよう取り組むとともに、認知症の人にやさしい取組を実施する

企業・団体等を「オレンジパートナー」として発信することで、全ての認知症の人が社会の対等な構

成員として、地域で安心して生活できるまちづくりをめざします。 

・認知症高齢者等見守りネットワーク事業や警察等に保護された身元不明の認知症高齢者を介護保険施

設で一時的に保護する要援護高齢者緊急一時保護事業を実施します。 

・成年後見制度の利用促進などの権利擁護施策も推進します。 

◆ 若年性認知症の人への支援 

若年性認知症についての普及啓発に取り組むとともに、若年性認知症支援に知見を有する専門職（若

年性認知症支援コーディネーター）を配置し、認知症地域支援推進員等に対する助言や研修等の後方

支援を行い、若年性認知症支援力の強化を図ります。 

◆ 社会参加支援 

認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人の社会参加・社会活動の機会を広げる取組を推進しま

す。 

 

  



１７ 

 

大阪市立弘済院における専門的医療・介護機能の提供 

本市の認知症施策の一つとして、弘済院の医療機能・介護機能の継承・発展を図り、認知症の人や

その家族を支援していくため、住吉市民病院跡地に研究施設、病院、介護老人保健施設からなる新施

設の整備に取り組み、2027（令和９）年度当初の開設をめざします。 

新施設が開設するまでの間においては、これまで弘済院が実施している認知症疾患医療センター

などの専門的な機能や役割を継続しつつ、長年積み上げてきた認知症医療・介護にかかる取組をとり

まとめ、認知症の人や家族にとってより効果的な形で新施設に継承することで、認知症施策の発展に

つなげる取組を進めます。 
 

◆ 弘済院附属病院「もの忘れ外来」 

大阪市が指定する認知症疾患医療センターとして、認知症の専門外来である「もの忘れ外来」を設

置し、若年性認知症外来などの専門診療を行います。認知症の鑑別診断を実施し、引き続き地域の医

療機関や介護福祉施設等と連携して治療を行っていきます。また、認知症と鑑別診断を受けた後、速

やかに適切な支援につなげられるよう、診断後支援にかかる取組を実践します。 

◆ 弘済院における公開講座の開催等 

認知症の専門医療機能及び専門介護機能を一体的に運営している弘済院では、その専門的知識を活

用し、大阪公立大学医学部との連携を図りながら高齢者医療に関する市民公開講座やセミナーを開催

するなど、引き続き認知症に関する種々の情報発信を行っていきます。 

◆ 研究・研修・情報発信 

大阪公立大学医学部等と連携し、学術的な研究、新薬の効果分析や安全性の検証など新薬の治験等

の臨床研究を行うとともに、医学・看護・福祉系教育機関などの人材育成にも取り組みます。 

  



１８ 

 

■介護予防・健康づくりの充実・推進 

高齢期をすこやかに過ごすためには、高齢者ができる限り健康を保持し、介護が必要な状態と

ならないよう生活習慣病予防と介護予防を総合的に推進していく取組が重要であり、可能な限り

地域で自分らしい暮らしを続けることができる取組を推進していきます。 

 

介護予防・重度化防止の推進 

心身機能の改善を目的とした機能回復訓練等の高齢者本人へのアプローチだけでなく、生活環

境の調整や、地域の中で生きがい・役割を持って生活できるような居場所づくりなど、高齢者本

人を取り巻く環境調整も含めたバランスの取れたアプローチが重要であり、以下の事項に取り組

みます。 
 

◆ 百歳体操等の住民主体の体操・運動等の通いの場の充実 

「いきいき百歳体操」等の体操・運動などを実施する通いの場に対し、必要物品の貸し出し等やリ

ハビリテーション専門職等の派遣による助言・指導等を実施します。 

◆ 介護予防ポイント事業 

社会参加や地域貢献活動を通じた介護予防を支援するため、65 歳以上の高齢者が福祉施設等で介

護支援活動や保育支援活動を行った場合や、在宅の要支援者等に対する生活支援等の活動提供を行っ

た場合に、活動実績に応じてポイントを交付し、蓄積したポイントを換金できる事業を実施します。 

◆ 介護予防把握事業 

65 歳以上の要介護（要支援）認定を受けていない方に基本チェックリスト等を実施します。フレ

イルリスクが高い閉じこもりがちな高齢者の方等に要介護状態への移行をできる限り予防するために

保健師による家庭訪問等を実施します。 

◆ 介護予防普及啓発事業 

地域の特色を反映した啓発パンフレット等を作成・配付するとともに、健康講座や健康相談等を開

催し、市民の主体的な介護予防への取組を支援します。 

◆ 介護予防教室（なにわ元気塾）事業 

介護予防に関する正しい知識の普及と創作活動やレクリエーション等を通じた地域での交流の機会

を確保するため、閉じこもりがちや生活機能の低下が認められる高齢者を含め、すべての高齢者が身

近な地域で定期的（月１回）に参加できる介護予防に資する通いの場を開催します。 

◆ 健康づくりひろげる講座 

介護予防に関する知識や技術を身につけ、自ら介護予防を実践し、地域の介護予防活動の担い手と

して活動に関わる方を養成します。 

◆ 生活期におけるリハビリテーションサービス提供体制の充実 

市民のリハビリテーションに対する意識向上を図るための周知・啓発や、ケアマネジャーの自立支

援型ケアマネジメントの意識を向上するための自立支援型ケアマネジメント検討会議の開催など、リ

ハビリテーションサービスの利用促進に向けた効果的な取組を実施します。また、嚥下機能の向上に

係る嚥下訓練の重要性などを再認識するための取組を実施します。 

  



１９ 

 

保健事業と介護予防の一体的な実施 

大阪府後期高齢者医療広域連合との連携のもと、75歳以上の保健事業を、介護予防事業や74

歳までの保健事業と一体的に実施することで、高齢者の心身の多様な課題に対し切れ目のないき

め細かな支援を行っていきます。 
 

◆ 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ） 

・ＫＤＢシステム等を活用し、医療・介護・健診等のデータをもとに、医療専門職がフレイルや循環器

病を含む生活習慣病の重症化予防等を行うための訪問による個別支援等を行います。 

・後期高齢者医療訪問歯科健診および介護予防事業等を一体的な実施に位置付け実施していきます。 

◆ 通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ） 

通いの場等において、ＫＤＢシステム等により把握した地域の健康課題をもとに、医療専門職が健

康教育や健康講座・健康相談等を実施するなど、通いの場等に積極的に関与します。 

 

健康づくりの推進 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」では、「健康日本 21（第三次）」で示

されるビジョンに基づき、誰一人取り残さない健康づくりの展開(Inclusion)、そして実効性をも

つ取組の推進(Implementation)に努めます。具体的には、ライフコースアプローチを踏まえた視

点に基づき、（１）生活機能の維持・向上、（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善、を

主要な柱に据え、個人の行動と健康状態の改善をめざし、これらの基盤づくりとして、（３）健

康を支え、守るための地域づくり、をもう一本の柱に定め、社会環境の質の向上をめざします。 
 

◆ 健康づくりの推進 

・生活習慣病予防の観点から、高齢者等、ライフステージに応じた「食生活指導」を実施します。 

・「すこやか大阪21」の趣旨に賛同する団体等に「すこやかパートナー」として登録をいただき、大阪

市と団体、企業等が協力して社会全体で市民の健康づくりを応援します。 

・医療の記録、健康診査の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載するすこやか手帳（健康

手帳）を交付します。 

・主に壮年期の方を対象に、保健師や栄養士による講話や健康運動指導士による運動指導などを行う「地

域健康講座」など健康教育を実施します。 

・地域健康講座（健康教育の項参照）などの際に地域へ出向き、健康に関する個別の相談に応じます。

また、歯科医師が歯の健康に関する個別の相談に応じ、必要な助言・指導を行います。 

・「大阪市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導」や「大阪市健康診査・保健指導」、胃がん・大腸

がん・肺がん・子宮頸がん・乳がんの「各がん検診」、「骨粗しょう症検診」、「歯周病検診」などの健

康診査事業を実施します。 

  



２０ 

 

高齢者の社会参加と生きがいづくり 

高齢者ができる限り健康な状態を維持し、介護や支援が必要な状態にならないようにするため、

生涯スポーツや生涯学習・文化活動、就労等を通じた生きがいづくりや地域における自主的な活

動の支援を行うことにより、高齢者の社会参加を促進する取組を推進します。 
 

◆ 高齢者の経験や知識を活かした社会参加への支援 

・高齢者の外出の機会の増加や社会参加の促進を図り、生きがいづくりにつながるよう、敬老優待乗車

証の交付や老人クラブの活動支援、介護予防ポイント事業、生活支援体制整備事業に取り組みます。 

・地域における生涯学習活動の講師として、優れた知識や技能をお持ちの市民をインストラクターバン

クに登録し、講師・指導者として紹介します。 

・大阪市シルバー人材センターにて、就業情報提供機能の充実、子育て家庭を支援する人材の養成を図

る子育て支援講座、高齢者の日常生活を支援する人材を育成する高齢者生活支援講座を実施します。 

◆ 生きがいづくり支援のための基盤整備 

・区スポーツセンターで、子どもから高齢者までを対象とした各種スポーツ教室を開催します。 

・学校開放による市民レクリエーションセンターでの各種スポーツ教室、大阪プールでの水泳教室やア

イススケート教室、中央体育館で気軽に楽しんで健康づくりができる各種スポーツ教室を実施します。 

・長居障がい者スポーツセンター、舞洲障がい者スポーツセンターにて、障がい者の自立と社会参加を

促進するための各種スポーツ教室を開催します。 

・スポーツ施設の高齢者割引、大阪市が関わる各種大会やスポーツイベント等へのボランティア派遣、

全国健康福祉祭（ねんりんピック）への参加者の派遣を行います。 

・「総合生涯学習センター」は、生涯学習推進の中核施設として大阪市の各局、施設と連携し、「市民学

習センター」（阿倍野・難波）とともに、多様な学習機会の提供や学習相談、生涯学習に関わるボラン

ティアの研修や助言・相談など、市民の主体的な生涯学習活動を支援します。 

・図書館関連では、高齢者等読書環境整備・読書支援事業による貸出しや朗読・紙芝居の実施、市立図

書館の大活字本コーナーでの閲覧・貸出し、子どもを対象に折り紙教室等の催しを行い、高齢者を講

師に招く等の世代間の交流を図る「折り紙教室等世代間交流事業」を行います。 

・クラフトパークでの工芸・創作活動、市立文化施設等敬老優待、小学校の教室を活用した生涯学習ル

ーム事業、老人福祉センターでの活動、老人クラブ支援、敬老優待乗車証交付、高齢者入浴利用料割

引なども実施します。 

 

ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の支援 

行政や地域住民、地縁団体、ＮＰＯ、協同組合等の多様な主体の協働（マルチパートナーシッ

プ）を推進する取組を進め、連携を図ることにより一層の市民活動の推進をめざします。 
 

◆ 多様な主体の協働による支援体制の構築 

・大阪市市民活動総合支援事業では、市民活動に役立つ様々な情報の収集・発信や、多様な活動主体間

の連携協働を創出するための支援を行います。 

・大阪市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会のボランティア・市民活動センターにおいて、福祉ボ

ランティアの相談、登録、需給調整、活動支援、養成講座、交流、広報、福祉教育及びボランティア

グループの紹介等を行います。 

・福祉ボランティアコーディネーション事業にて、幅広いボランティアコーディネートを行います。 

・大阪市市民活動推進助成事業では区政推進基金（市民活動支援型）に積み立てられた 

市民、企業などからの寄附金を活用し、市民活動団体が行う公益的な事業に対して 

支援します。  



２１ 

 

■地域包括ケアシステムの深化・推進に向けたサービスの充実 

長寿化が進行する中で、高齢者がその有する能力に応じて、できる限り自立した日常生活を送

ることができるようにするとともに、サービスを必要とする方に対し個々の状態に応じて必要な

サービスが提供されるように、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包

括的に提供される「地域包括ケアシステム」を大阪市の実情に応じて深化・推進していきます。 

 

介護予防・生活支援サービス事業の充実 

介護予防ケアマネジメントを通じて、支援を必要とする高齢者の個々の状態に応じたサービス

が適切に提供されるよう、多様な主体による多様なサービスの充実に取り組みます。 
 

◆ 高齢者の状態やニーズに沿ったサービスの提供 

・「住民の助け合いによる生活支援活動事業」については、地域における住民相互の支え合い、助け合い

の体制づくりを進めていきます。 

・介護の担い手を増やす取組の一環として実施する「生活援助型訪問サービス従事者研修」については、

研修修了者を増やすことにより、指定事業所におけるサービス提供体制の確保に努めます。 

・運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能向上のために実施している選択型通所サービスやサポート型訪問

サービスについては、介護予防把握事業などにより把握したフレイルリスクが高いと考えられる高齢者に

対し、これらサービスの利用が適切と考えられる場合に円滑につなげていくなど、効果的に事業実施でき

るよう取り組みます。 

 

生活支援体制の基盤整備の推進 

各区に生活支援コーディネーターを配置し、地域資源の開発や、地域ごとに異なる個別課題や

地域課題の解決に向けた支援を行うなど、より地域の実情に応じた生活支援・介護予防サービス

の充実に取り組みます。 
 

◆ 生活支援体制整備事業 

高齢者の支援ニーズと地域資源の把握や、ボランティア等の生活支援の担い手の養成、関係者間のネ

ットワークの構築、地域に不足するサービスの創出などの役割を担う生活支援コーディネーターを配置

し、多様な事業主体が参画する協議体を設置することにより、情報共有と連携強化を図りながら、住民

主体の通いの場を充実するなど、生活支援・介護予防サービスの充実及び高齢者の社会参加の促進に向

けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

 

介護給付費等対象サービスの充実 

高齢者が要介護状態等となっても、可能な限り地域において継続して日常生活を営むことがで

きるよう、在宅サービスや施設居住系サービス等の充実に取り組みます。 
 

◆ 複合型サービス、地域密着型サービスの充実 

・重度の要介護者の方や認知症の人など高齢者の在宅生活を支えるため、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護や看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）、小規模多機能型居宅介護の整備を進め

ます。 

・高齢者が認知症になっても、重度の要介護状態になっても、可能な限り地域で生活を継続できるよ

うにするため、身近なところでサービスを提供する「地域密着型サービス」の事業者の参入促進に

取り組みます。 

 

介護サービスの質の向上と確保 

介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、真に必要とする過不足のないサービスを、事業

者が適切に提供するよう、介護給付の適正化を図っていきます。 
 

◆ 介護サービス情報の公表と福祉サービスの評価 

利用者が適切な事業者を選択できるよう、「介護サービス情報公表センター（大阪）」を指定し、厚

生労働省の「介護サービス情報公表システム」を通じて情報提供を行い、外部評価結果も公開します。 

◆ 介護サービスの適正化 

要介護（要支援）認定の適正化、ケアプラン点検及び住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査、

医療情報との突合・縦覧点検に重点的に取り組み、介護給付費通知についても、不正請求等の抑止の

観点から引き続き実施します。 

◆ 介護サービス事業者の指定・指導 

介護サービス事業者から提出された指定申請については、慎重に審査し、適切かつ速やかに処理を

行います。運営指導や監査の実施とともに、効率的な指導監督体制のさらなる充実を図ります。 

◆ 介護支援専門員の質の向上 

・介護支援専門員の資質向上と適正な給付の実施をめざし、居宅介護支援事業所を訪問して実施する

「ケアプランチェック」とともに、地域全体の介護支援専門員に対して講習会の開催等を行う「ケ

アマネスキルアップ事業」を行います。 

・地域包括支援センターに配置している主任介護支援専門員が中心となり、介護支援専門員の日常的

業務の実施に関し、個別相談事例や支援困難事例等へ指導・助言を行い、包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援の取組を推進します。 

◆ 公平･公正な要介護（要支援）認定 

公平・公正な認定調査及び審査判定のために、認定調査員への個別具体的な調査方法や特記事項の

記載方法に関する研修等を行うなど、要介護認定の平準化に向けた取組の強化を行います。 

  



２３ 

 

◆ 介護保険サービスの苦情・相談等への対応 

区保健福祉センターによる介護保険制度における苦情相談への迅速な対応を図るとともに、おおさ

か介護サービス相談センター事業として、介護保険サービスについての相談や苦情を受け付け、一般

相談のほか、保健・医療・福祉及び法律等の専門家による専門相談を行い、利用者・事業者から中立

的な立場で、あっせん・調停などにより迅速な問題の解決を行います。 

 

福祉・介護人材の確保及び育成 

ますます多様化・増大化する福祉ニーズに対応するため、福祉・介護人材が働きやすい職場環

境・労働環境を整えるなど職場定着・離職防止の取組を推進するとともに、新たな人材の確保、

育成、定着に向けた取組を進めます。 
 

◆ 福祉に関する理解促進やイメージアップの取組 

福祉・介護の仕事への魅力を発信するなど、広く市民に魅力を伝える取組を進めます。また、小中

学生向けに福祉教育プログラムを実施します。 

◆ 専門職のスキルアップやモチベーションの向上につながる取組 

大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、福祉専門職向けのキャリア研修やスキルアップ研修、

職員同士の横のつながりを作る場等を開催します。  

◆ 人材のすそ野を広げる取組 

直接介助に携わらない業務を担う「アシスタントワーカー」を導入する研修過程を通じ、職場環境改

善や職員の意識改革、リーダー層の育成などにつなげるとともに、多様な人材の確保に取り組みます。 

軽度の要支援者等に対する生活援助サービス従事者を養成する「生活援助サービス従事者研修」を

実施し、従事者の増加を図ります。 

◆ 福祉・介護人材が働きやすい職場環境づくり 

介護従事者の負担軽減等のため、大阪府の補助制度を活用し、介護ロボットの導入や ICT 活用の普

及を促進するとともに、おおさか介護サービス相談センターにおいて、カスタマーハラスメント対策

として、介護ハラスメント弁護士相談を実施します。また、介護職員処遇改善加算の対象になってい

ない介護支援専門員の人材確保についても、国の動向を注視しながら効果的な取組について検討して

いきます。 

  



２４ 

 

在宅支援のための福祉サービスの充実 

介護保険の居宅介護サービスだけでなく、高齢者のニーズに応じた福祉サービスの提供、さら

には要介護（要支援）高齢者を介護する家族に対する支援も重要となります。高齢者が地域で自

立した日常生活を継続できるよう、介護保険サービス以外の生活支援サービスを提供します。 
 

◆ 在宅福祉サービス 

生活支援型食事サービス、在宅高齢者日常生活用具給付、ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集）、

緊急通報システムのほか、介護用品の支給や家族介護支援事業などに取り組みます。 

 

情報が届きにくい高齢者等への情報発信 

デジタル技術の活用に加え、様々な媒体や方法も活用し、情報が届きにくい高齢者等へ情報発

信していきます。 
 

◆ 多様な情報の提供 

必要なサービスを高齢者が主体的に選択できるよう、介護保険サービスをはじめ、保健、医療、福祉、

就労、学習、住宅及び生活環境等、様々な分野にわたる多様な情報を効果的に提供します。 

◆ 外国籍の高齢者などに対する情報提供 

外国籍の高齢者などが、保健・福祉サービスの利用に必要な情報を、利用しやすい方法で入手できる

よう、効果的な情報提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２５ 

 

■高齢者の多様な住まい方の支援 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、日常生活の場となる住宅につき、身体機能が低下し

た場合でも生活に支障のないようバリアフリー化を促進する等の居住環境の整備を進めるとと

もに、高齢者のニーズに応じた多様な居住形態と付随するサービスの確保と質の向上を図ります。 

 

多様な住まい方の支援 

個々の高齢者の状況やニーズに沿った多様な住まいの確保に努めます。 
 

◆ 多様な居住ニーズに対応した情報提供 

総合的な住情報サービスの拠点である大阪市立住まい情報センターにおいて、関係団体と連携し、

高齢者などに対する住宅相談も含めた様々な情報提供サービスを実施します。 

 

居住の安定に向けた支援 

市営住宅のバリアフリー化や高齢者の民間賃貸住宅への入居支援を進めます。 
 

◆ 市営住宅における高齢化への対応 

・建替えを行う市営住宅の高齢化対応設計を行うとともに、既存市営住宅のバリアフリー化を図ります。 

・高齢者向け、単身者向け、親子ペア、親子近居など、一定の条件での市営住宅の入居者募集を行った

り、コミュニティビジネス等の活動拠点として、ＮＰＯ等の団体に市営住宅の空き住戸を提供します。 

◆ 民間住宅における高齢化への対応 

・セーフティネット住宅登録制度において、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まな

い賃貸住宅を登録し、市民に広く情報提供を行います。 

・大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度による高齢者の民間賃貸住宅への入居を支援します。 

・サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの情報提供を行うとともに、指導を行います。 

◆ 住宅の改修に対する支援 

「（介護予防）住宅改修費の支給（介護保険給付サービス）」を行うとともに、介護保険給付を補完

する制度として、高齢者住宅改修費給付事業を実施します。 

◆ 安全な歩行空間等の整備 

公園施設、歩道等の整備、投票所のバリアフリー化により高齢者の通行の安全に努めます。また事

業者が、不特定多数の人々が利用する建築物などの施設を設置しようとするときは、事前に市長に協

議を行います。 

◆ 公共交通機関の改善 

鉄道駅舎についてのバリアフリー化やノンステップバスの新規導入が促進されるよう、積極的に働

きかけるとともに、大阪市高速電気軌道株式会社（Osaka Metro）及び大阪シティバス株式会社が実

施する安全対策やバリアフリー化の取組が着実に進むよう働きかけていきます。 

  



２６ 

 

施設・居住系サービスの推進 

個々の高齢者のニーズに合った下記のサービスの提供に努めながら、施設・居住系サービスを

必要とする人のための整備を進めます。 
 

〇施設・居住系サービス 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループ

ホーム(認知症対応型共同生活介護）、特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム及びサービス付き高

齢者向け住宅など）、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、経過的軽費老人ホーム（Ａ型）、

生活支援ハウス 

済 

住まいに対する指導体制の確保 

未届の有料老人ホームに対しては、届け出を行うよう勧奨していき、有料老人ホーム及びサー

ビス付き高齢者向け住宅については、適切な管理・運営が行われるよう、老人福祉法及び高齢者

の居住の安定確保に関する法律等に基づき、定期的な立入調査等に引き続き取り組んでいきます。

また、法的位置づけのない高齢者用賃貸住宅等の住まいについては、適切な介護サービスの提供

確保の観点から、居住者に介護サービスを提供している訪問介護事業者等に対して、引き続き運

営指導を行っていきます。 

済 

防災・感染症予防・防犯の体制整備 

自然災害などの災害や感染症の発生時においても、安全を確保しつつサービスを必要とする高

齢者が継続してサービスを受けることができるよう体制の整備を図ります。また、地域において

行われている日頃の見守り活動などの活発化に努め、全ての介護サービス事業者を対象に、「BCP」

の策定等指定時研修の場で策定を促すとともに必要な助言等を行います。さらに、青色防犯パト

ロール活動への支援など市民等と相互に連携と協力を図りながら安全で安心して暮らせるまち

づくりを推進します。 

  



２７ 

 

６ サービスの目標量・施設等の整備目標 

 

■介護保険サービス目標量 

要介護（要支援）認定者数の伸びやこれまでの給付実績等を踏まえて設定しています。 

 

①居宅サービス 

サービス種別／サービス量 単位 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

①訪問介護 回／週 409,242 432,253 455,524 

②訪問入浴介護 回／週 2,132 2,270 2,414 

 介護予防訪問入浴介護 回／週 9 9 9 

③訪問看護 回／週 50,106 52,791 55,475 

 介護予防訪問看護 回／週 5,222 4,893 4,530 

④訪問リハビリテーション 回／週 11,538 12,125 12,706 

 介護予防訪問リハビリテーション 回／週 1,771 1,658 1,530 

⑤居宅療養管理指導 人／月 33,997 35,886 37,779 

 介護予防居宅療養管理指導 人／月 2,224 2,099 1,962 

⑥通所介護 回／週 50,421 52,966 55,449 

⑦通所リハビリテーション 回／週 18,056 18,917 19,754 

 介護予防通所リハビリテーション 人／月 3,501 3,307 3,094 

⑧短期入所生活介護 日／月 48,654 51,330 54,042 

 介護予防短期入所生活介護 日／月 197 181 170 

⑨短期入所療養介護 日／月 6,496 6,934 7,269 

 介護予防短期入所療養介護 日／月 26 26 21 

⑩特定施設入居者生活介護 人／月 6,525 6,658 6,765 

 介護予防特定施設入居者生活介護 人／月 844 862 875 

⑪福祉用具貸与 人／月 63,591 66,722 69,808 

 介護予防福祉用具貸与 人／月 19,588 18,459 17,216 

⑫特定福祉用具購入費の支給 人／年 9,823 10,348 10,864 

 特定介護予防福祉用具購入費の支給 人／年 3,537 3,345 3,134 

⑬住宅改修費の支給 人／年 6,069 6,392 6,706 

 介護予防住宅改修費の支給 人／年 4,007 3,797 3,565 

⑭居宅介護支援 人／月 84,223 88,555 92,793 

 介護予防支援 人／月 23,754 22,403 20,913 
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②施設サービス 

サービス種別／サービス量 単位 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

①介護老人福祉施設 
(地域密着型介護老人福祉施設含む) 

人／月 14,610 14,800 14,800 

②介護老人保健施設 人／月 7,909 8,065 8,065 

③介護医療院 人／月 241 280 280 

 

 

③地域密着型サービス 

サービス種別／サービス量 単位 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人／月 669 705 743 

②夜間対応型訪問介護 人／月 205 216 229 

③地域密着型通所介護 回／週 28,096 29,504 30,872 

④認知症対応型通所介護 回／週 2,814 2,954 3,092 

 介護予防認知症対応型通所介護 回／週 12 10 10 

⑤小規模多機能型居宅介護 人／月 1,062 1,108 1,154 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 人／月 136 142 148 

⑥認知症対応型共同生活介護 人／月 4,454 4,557 4,661 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 人／月 11 11 11 

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 人／月 173 201 228 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者 
生活介護 人／月 485 523 523 

⑨看護小規模多機能型居宅介護 
（複合型サービス） 人／月 357 372 388 

 

 

④介護予防・生活支援サービス事業 

（単位：延べ人数／年） 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

訪問型サービス 

介護予防型訪問サービス 89,671 91,874 91,973 

生活援助型訪問サービス 130,008 133,202 133,345 

住民の助け合いによる 
生活支援活動事業 2,000 2,000 2,000 

サポート型訪問サービス 50 50 50 

通所型サービス 

介護予防型通所サービス 166,842 170,941 171,125 

短時間型通所サービス 2,158 2,211 2,213 

選択型通所サービス 170 175 175 
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⑤一般介護予防事業 

 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

通いの場の参加者数（年間） 16,330 人 16,660 人 17,000 人 

介護予防ポイント事業活動者数（年間） 500 人 650 人 800 人 

 

⑥包括的支援事業 

 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

地域包括支援センターの運営（設置個所） 66 か所 66 か所 66 か所 

在宅医療・介護連携
推進事業 

在宅医療・介護連携相談 
窓口設置箇所数 

24 か所 24 か所 24 か所 

認知症総合支援事業 

認知症初期集中支援チーム
設置箇所数 

24 か所 24 か所 24 か所 

認知症地域支援推進員設置
箇所数 

24 か所 24 か所 24 か所 

ちーむオレンジサポーター

にかかるコーディネーター

設置箇所数 

24 か所 24 か所 24 か所 

生活支援体制整備 
事業 

生活支援コーディネーター
(ＳＣ)の配置（行政圏域） 

24 圏域 24 圏域 24 圏域 

生活支援コーディネーター 
(ＳＣ)の配置(日常生活圏域) 

66 圏域 66 圏域 66 圏域 

 

 

■施設等の整備目標（年度末定員数） 

 

 2024(令和６)年度 2025(令和７)年度 2026(令和８)年度 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 14,800 人 14,800 人 14,900 人 

  うち地域密着型老人福祉施設 523 人 523 人 534 人 

介護老人保健施設 8,065 人 8,065 人 8,065 人 

介護医療院 280 人 280 人 300 人 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 5,070 人 5,185 人 5,300 人 

特定施設入居者生活介護 11,000 人 11,200 人 11,400 人 

うち地域密着型特定施設入居者生活介護 213 人 242 人 300 人 
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■自立支援・重度化防止等に係る取組と目標 

高齢者の自立支援・重度化防止等に係る取組と目標について、次のとおり設定しています。 

 

①高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止等に資する取組の推進 

取組内容 第９期の目標 

<在宅医療と介護の連携> 

（在宅医療・介護連携推進事業の推進） 

地域の関係団体等が参画する各区の「在宅医療・介護連携推進

会議（部会・ワーキング）」において、現状分析により抽出され

た課題をもとに対応策を検討します。 

すべての区において、区役所が主体的に会議を開

催し、課題を抽出のうえ、対応策を立案する。 

（医療・介護関係者に関する相談支援） 

「在宅医療・介護連携相談支援室」に在宅医療・介護連携支援

コーディネーターを配置し、医療・介護関係者等からの相談を

受けるとともに、連絡調整・情報提供等の支援を行い、多職種

間の円滑な相互理解や情報共有を図ります。 

すべての区において、多職種間における情報の収

集・共有をするために、地域の医療・介護に関す

る会議に参画する。 

（医療・介護関係者の研修） 

在宅医療・介護連携が促進できるよう、関係者が相互に信頼で

きる「顔の見える関係」づくりを進めるため、多職種の連携を

図るための研修会を開催します。 

すべての区において、医療・介護関係者が参加する

「多職種研修会」等を開催する。 

（地域住民への普及啓発） 

地域住民が自ら希望する医療や介護を受けるなど、在宅での療

養が必要となったときに、適切にサービスを選択できるよう普

及・啓発を進めていきます。 

すべての区において、在宅医療や介護に関する理

解促進のため、区民講演会の開催や広報紙・ホー

ムページ等で普及・啓発を実施する。 

（医療・介護関係者の情報共有の支援） 

患者・利用者等の状態の変化に応じて、医療・介護関係者間で

速やかな情報共有が行われるよう多職種で情報共有ツールの

活用等について検討していきます。 

すべての区において、医療・介護関係者が地域で

充実又は作成するべきツールを検討する。 

（医療・介護関係者のその他の支援） 

在宅医療と介護が切れ目なく提供できるよう、多職種連携によ

るチームケアの体制の構築を進めていきます。 

すべての区において、地域の実情に応じた切れ目の

ない在宅医療・介護のサービス提供体制のニーズ・

あり方について検討する。 

（在宅医療・介護連携推進事業の評価・改善） 

ＰＤＣＡサイクルに沿って地域実情に応じた柔軟な取組を進

めることで、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を

進めます。 

すべての区において、課題への対応策が具体化さ

れ、実施・評価・改善をＰＤＣＡサイクルに沿っ

て実施する。 

＜地域包括支援センターの機能強化＞ 

（地域包括支援センターの資質の向上） 

地域包括支援センター運営協議会において地域包括支援セン

ターの事業の評価を行い、その結果に基づいた助言・支援を地

域包括支援センターに対して行うとともに、必要な研修等の実

施を通じて、地域包括支援センターの資質の向上を図ります。 

事業評価指標※に基づく評価結果 

目標値等：全ての地域包括支援センターが全ての 

項目を満たす。 

※総合相談の実施状況や地域ケア会議の開催 

状況など、地域包括支援センターの事業の 

基本的な事項に関する評価指標 
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取組内容 第９期の目標 

＜認知症の人への支援＞ 

（認知症初期集中支援推進事業の推進） 

早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護

等が受けられる初期の対応体制を構築し、認知症の人とその家

族などの支援を包括的・集中的に行い、認知症の人の自立生活

をサポートするため、認知症初期集中支援チームの活動を推進

します。 

医療・介護等の支援につながった割合 

目標値：90％以上／年 

※介護保険サービスやインフォーマルサービス

の他、本人に必要と考えられる何らかの支援

につながったものを含む。 

支援終了時における在宅生活率 

目標値：80％以上／年 

<介護予防・重度化防止の推進> 

（百歳体操等の住民主体の体操・運動等の通いの場の充実） 

介護予防に効果のある住民主体の体操・運動等の通いの場を、高

齢者が徒歩で参加できる身近な場所で開催できるよう、おもり

など必要物品の貸し出しや、リハビリテーション専門職の派遣

による活動の場の立ち上げや継続のための支援を実施します。 

百歳体操等参加者数 

2024（令和６）年度末 16,330 人 

2025（令和７）年度末 16,660 人 

2026（令和８）年度末 17,000 人 

（介護予防ポイント事業の推進） 

社会参加や地域貢献活動を通じた介護予防活動を推進するた

め、介護予防ポイント事業に参加する高齢者の一層の増加をめ

ざした取組を推進します。 

介護予防ポイント事業活動者数 

2024（令和６）年度末 500 人 

2025（令和７）年度末 650 人 

2026（令和８）年度末 800 人 

（生活期におけるリハビリテーションサービス提供体制の充実） 

市民のリハビリテーションに対する意識向上を図るための周

知・啓発や、ケアマネジャーの自立支援型ケアマネジメントの

意識を向上するための自立支援型ケアマネジメント検討会議

の開催など、リハビリテーションサービスの利用促進に向けた

効果的な取組を実施します。 

リハビリテーションサービスの利用促進 

通所リハビリテーション利用率 

2024（令和６）年度末時点 6.5％ 

2025（令和７）年度末時点 7％ 

2026（令和８）年度末時点 8％ 

<介護支援専門員の質の向上> 

（ケアマネスキルアップ事業） 

介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資す

るケアマネジメント」の実践に向けた取組を支援するために、

居宅介護支援事業所が作成するケアプランの点検・評価や講習

会の開催等を行います。 

ケアマネスキルアップ事業 

参加事業所数 

2024(令和６)年度 402 か所 

2025(令和７)年度 406 か所 

2026(令和８)年度 410 か所 

 
②介護給付等に要する費用の適正化の推進 

取組内容 第９期の目標 

（ケアプランチェック） 

個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供の確

保等を目的として、居宅介護支援事業所を訪問し、ケアプランの

記載内容について、介護支援専門員とともに確認検証し、「気づ

き」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」の実

践に向けた取組を支援します。 

ケアプランチェック（居宅サービス計画） 

訪問事業所数 

2024(令和６)年度 188 か所 

2025(令和７)年度 190 か所 

2026(令和８)年度 192 か所 

（介護給付費支払実績点検（縦覧点検）） 

国民健康保険団体連合会に業務を委託し、国民健康保険団体連

合会から保険者に対して提供される介護給付情報と医療給付

情報の突合結果をもとに、給付状況等を確認します。疑義があ

る内容について、各事業者へ照会を行い、重複請求等請求の誤

りが判明した場合は、返還を求めます。 

介護給付と医療給付との支払実績突合点検 

（医療情報との突合） 

2024(令和６)年度 5,994 件 

2025(令和７)年度 6,114 件 

2026(令和８)年度 6,236 件 
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取組内容 第９期の目標 

（有料老人ホーム等において介護サービスを提供する事業者

に対する重点的な運営指導） 

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等（特定施設入

居者生活介護事業所を除く）において介護サービスを提供する

事業者に対し、国民健康保険団体連合会のデータ等を活用し、

重点的な指導を行います。 

一つの住所で 10 人以上の利用者に介護保険サ

ービスを提供している訪問介護又は居宅介護支

援事業者への運営指導数 

2024(令和６)年度 79 か所 

2025(令和７)年度 81 か所 

2026(令和８)年度 83 か所 

（公平・公正な要介護（要支援）認定調査） 

公平・公正な要介護（要支援）認定を行うためには、適正な認

定調査や審査判定を行う必要があることから、認定調査員等に

対する新規研修・現任研修を行うとともに、必要に応じ保健師

の同行や手話通訳者等を派遣することにより的確な審査判定

資料を作成し、全国一律の基準により審査・判定を行います。 

認定調査員等研修（新規・現任） 

2024(令和６)年度 451 人 

2025(令和７)年度 451 人 

2026(令和８)年度 451 人 

保健師の同行・手話通訳者等の派遣 

必要に応じて実施 

 
 

③その他 

取組内容 第９期の目標 

（介護サービス事業所に対する指導） 

介護サービス事業所に対する運営指導の一部委託を継続し、運営

指導の実施率の向上を図ると共に、市職員が虐待や不正請求等の

重要案件に一層、重点的に取り組めるようにしていきます。 

運営指導実施率 

2024(令和６ )～2026(令和８ )各年度

16.6％以上 

（高齢者虐待防止に関する取組の推進） 

養介護施設従事者等に対しては、集団指導や運営指導、監査な

どの機会を通して、虐待防止や従事者の通報義務・職員のスト

レス対策について啓発を図るとともに、集団指導時に併せて、

人権擁護に関する研修会を実施するなど高齢者虐待防止に関

する研修等の取組を進めます。 

また、高齢者の尊厳を傷つけるだけでなく、身体的機能の低下

を引き起こすもとになりうる施設等における身体拘束につい

ても、高齢者虐待として、引き続き養介護施設従事者の資質の

向上や意識改革等による防止に向けた取組を進めます。 

虐待防止等に関する研修参加事業所数 

2024(令和６)年度 6,210 か所 

2025(令和７)年度 6,334 か所 

2026(令和８)年度 6,461 か所 

（福祉・介護人材の育成等） 

大阪市社会福祉研修・情報センターにおける研修の実施など、

介護サービス事業等の従事者の資質向上に取り組みます。 

また、福祉教材を活用した福祉教育の推進など、福祉に関する

理解促進やイメージアップを図ります。 

大阪市社会福祉研修・情報センターにおける研修

に対する満足度評価（５段階評価）４以上 

小学生向けの福祉教材を活用した福祉教育の実

施により、福祉に対する小学生の理解が深まった

と感じる小学校教員 80％以上 

（介護職員処遇改善加算取得の促進） 

介護職員の安定的な確保を図るとともに、事業主による介護職

員の資質向上や雇用管理の改善の取組がより一層促進される

よう、国の処遇改善加算は段階的に拡充されており、大阪市と

しても、集団指導等において介護職員処遇改善加算及び介護職

員等特定処遇改善加算の取得勧奨を行うなど取得促進に引き

続き取り組みます。 

処遇改善加算取得事業所数 

2024(令和６)年度 4,265 か所 
2025(令和７)年度 4,350 か所 
2026(令和８)年度 4,437 か所 

特定処遇改善加算取得事業所数 

2024(令和６)年度 3,218 か所 
2025(令和７)年度 3,282 か所 
2026(令和８)年度 3,348 か所 
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７ 介護保険給付に係る費用の見込み等 

 

■介護保険給付に係る費用算定の流れ 

国から示されている介護サービス見込み量算出の流れに沿って、次のとおり費用算定を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①高齢者人口（第１号被保険者数）の推計 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」を、厚生労働省が示す方法

により補正を行い、推計を行いました。 

（千人） 

 
第８期計画期間 第９期計画期間 ２０３０ 

(令和12)

年度 

２０４０ 

(令和22)

年度 

２０５０ 

(令和32)

年度 

２０２１ 
(令和３)
年度 

２０２２ 
(令和４)
年度 

２０２３ 
(令和５)
年度 

２０２４ 
(令和６)
年度 

２０２５ 
(令和７)
年度 

２０２６ 
(令和８)
年度 

高齢化率 25.0%  24.8%  24.8%  24.9%  25.1%  25.2%  25.8%   30.3%  34.4%  

高齢者人口 
（第 1 号被保険者数） 685  679  676  674  671  673  680  756  804  

 

前期高齢者 325  308  293  281  269  270  276  368  353  

 
全体に占める割合 47.4%  45.4%  43.3% 41.7% 40.1% 40.2% 40.5% 48.6% 43.9% 

後期高齢者 360  371  383  393  402  403  405  388  451  

 
全体に占める割合 52.6%  54.6%  56.7% 58.3% 59.9% 59.8% 59.5% 51.4% 56.1% 

（※高齢化率：第1号被保険者数／推計人口（大阪市福祉局の推計による） 

 

18(平成30)・2019(令和元)年度は９月末の第１号被保険者数実績。2020(令和２)年度は見込数値  
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②要介護（要支援）認定者数の推計 

直近１年間における認定者数の伸び率や認定率の高い後期高齢者の増加を見込み認定者数を

推計しました。 
 

（人） 

  

第８期計画期間 第９期計画期間 
２０３０ 

(令和 12) 

年度 

２０４０ 

（令和 22） 

年度 

２０５０ 

(令和 32)

年度 

２０２１ 

(令和３) 

年度 

２０２２ 

(令和４) 

年度 

２０２３ 

(令和５) 

年度 

２０２４ 

(令和６) 

年度 

２０２５ 

(令和７) 

年度 

２０２６ 

(令和８) 

年度 

認定者数 184,133 184,750 187,233 190,415 193,607 195,971 207,411 215,368 224,067 

  要支援１ 36,923 35,422 34,346 33,146 31,898 30,482 31,020 29,788 32,750 

  要支援２ 26,246 24,531 22,879 21,339 19,743 18,006 17,816 17,934 19,047 

  要介護１ 25,598 27,570 29,925 32,383 34,915 37,348 40,525 41,080 43,384 

  要介護２ 30,334 30,230 30,407 30,795 31,164 31,407 33,128 35,013 36,283 

  要介護３ 23,321 23,586 24,055 24,598 25,139 25,587 27,354 29,177 29,617 

  要介護４ 24,055 25,109 26,697 28,370 30,097 31,698 34,476 37,417 37,823 

  要介護５ 17,656 18,302 18,924 19,784 20,651 21,443 23,092 24,959 25,163 

うち第１号被保険者 180,979 181,598 183,986 187,152 190,326 192,703 204,195 212,568 221,557 

認定率 26.9% 27.2% 27.7% 28.3% 28.8% 29.1% 30.5% 28.5% 27.9% 

※2021(令和３)・2022(令和４)年度・2023(令和５)年度は９月末実績。 

 

 

③～⑤サービス利用者（受給対象者）数の推計 

施設・居住系サービス利用者数については、施設利用者数や入所希望者数、高齢者実態調査

における利用意向などを踏まえ、必要な利用者数を見込んでいます。 

また、在宅サービスの受給対象者数については、要介護（要支援）認定者数から、要介護度

ごとに施設・居住系サービスの利用者数を減じ、受給対象者数を推計しました。 

（人） 

  

第８期計画期間 第９期計画期間 

２０２１ 

(令和３) 

年度 

２０２２ 

(令和４) 

年度 

２０２３ 

(令和５) 

年度 

２０２４ 

(令和６) 

年度 

２０２５ 

(令和７) 

年度 

２０２６ 

(令和８) 

年度 

施設・居住系サービス利用者数 30,417 30,429 31,993 34,767 35,434 35,685 

在宅サービス受給対象者数 153,545 154,051 155,087 155,648 158,173 160,286 

※2021(令和３)・2022(令和４)年度・2023(令和５)年度は９月末実績。サービス利用者数は年度平均値。  
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(令和５)

年度

2024

(令和６)

年度

2025

(令和７)

年度

2026

(令和８)

年度

居宅サービス費 施設・居住系サービス費 その他費用 地域支援事業

（億円）

⑥介護保険給付及び地域支援事業にかかる費用（利用者負担分を除く）の見込み 

 

第９期介護保険事業計画期間における各サービスの給付見込みの推計に基づいて、介護保険給

付にかかる費用を算定し、その他費用として、高額介護（介護予防）サービス費、審査支払費、

特定入所者介護（介護予防）サービス費等を算定しました。 

なお、地域支援事業にかかる費用については、2017(平成 29)年度以降、総合事業と包括的支

援事業・任意事業それぞれに上限額が設定されています。 

第９期介護保険事業計画では、過去の実績や高齢者数の伸び等を考慮の上、各年度の地域支援

事業にかかる費用を見込んでおります。（図表「介護保険給付及び地域支援事業に係る費用の見

込み」、「介護保険給付及び地域支援事業に係る費用の推移」参照） 

 

介護保険給付及び地域支援事業に係る費用の見込み 

（億円） 

 

第８期計画期間 第９期計画期間 

第９期 

合計 
２０２１ 

(令和３) 
年度 

２０２２ 

(令和４) 
年度 

２０２３ 

(令和５) 
年度 

２０２４ 

(令和６) 
年度 

２０２５ 

(令和７) 
年度 

２０２６ 

(令和８) 
年度 

介護保険給付（計） 2,714 2,800 2,944 3,086 3,208 3,316 9,610 

 

 

居宅サービス費 1,596 1,679 1,750 1,782 1,870 1,957 5,609 

施設・居住系サービス費 964 973 1,035 1,133 1,155 1,162 3,449 

その他費用 154 148 159 171 184 197 552 

地域支援事業（計） 149 143 151 144 147 148 440 

 
総合事業 93 87 93 86 88 89 263 

一般介護予防事業 2 2 2 2 2 2 6 

  包括的支援事業・任意事業 54 54 56 56 57 57 170 

※2021(令和３)・2022(令和４)年度は実績。2023(令和５)年度は見込数値。 

※数値は1億円未満を四捨五入しているため、計に一致しない。 

 

介護保険給付及び地域支援事業に係る費用の推移 
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■保険料段階及び保険料率の設定 

保険料段階については、低所得者の負担に配慮し、被保険者の負担能力に応じたよりきめ細か

な保険料段階とするため、第８期介護保険事業計画より15段階の保険料段階としています。 

また、保険料率については、平成27年以降、公費の投入による低所得者の保険料軽減が実施さ

れており、第１段階から第４段階の保険料率について、第１段階と第２段階を0.35、第３段階を

0.50、第４段階を0.70に、引き続き保険料率を引き下げて設定します。 

なお、国の標準段階（現状9段階）の多段階化（高所得者の標準乗率の引上げ及び低所得者の

標準乗率の引下げ）が検討されており、実施された場合、本市保険料段階及び保険料率の変更に

ついて検討いたします。 

【保険料段階及び保険料率】 

第９期介護保険事業運営期間  段階別加入割合 

（累計）  段階 保険料率 基準所得金額  

第１ 0.35 生活保護の受給者等 
 10.6% 

（10.6%） 

第２ 0.35 
本
人
が
市
町
村
民
税
非
課
税 

世帯非課税（基準所得金額(※)≦80 万円） 
 20.0% 

（30.6%） 

第３ 0.50 世帯非課税（基準所得金額(※)≦120万円） 
 10.6% 

（41.2%） 

第４ 0.70 世帯非課税（第２・第３段階以外） 
 9.9% 

（51.1%） 

第５ 0.85 世帯課税（基準所得金額(※)≦80万円） 
 8.0% 

（59.1%） 

第６ 

（基準額） 
1.00 世帯課税（第５段階以外） 

 7.9% 

（67.0%） 

第７ 1.10 

本
人
が
市
町
村
民
税
課
税 

本人課税（基準所得金額(※)125万円以下） 
 12.4% 

（79.4%） 

第８ 1.25 本人課税（基準所得金額(※)125万円を超え 200万円未満） 
 9.2% 

（88.6%） 

第９ 1.50 本人課税（基準所得金額(※)200万円以上 300 万円未満） 
 5.0% 

（93.6%） 

第 10 1.60 本人課税（基準所得金額(※)300万円以上 400 万円未満） 
 2.3% 

（95.9%） 

第 11 1.75 本人課税（基準所得金額(※)400万円以上 500 万円未満） 
 1.2% 

（97.1%） 

第 12 1.80 本人課税（基準所得金額(※)500万円以上 600 万円未満） 
 0.6% 

（97.7%） 

第 13 1.90 本人課税（基準所得金額(※)600万円以上 700 万円未満） 
 0.4% 

（98.1%） 

第 14 2.00 本人課税（基準所得金額(※)700万円以上 1,000万円未満） 
 0.7% 

（98.8%） 

第 15 2.30 本人課税（基準所得金額(※)1,000 万円以上） 
 1.2% 

（100.0%） 

※基準所得金額（保険料段階判定の基準となる所得金額） 

本人が市町村民税 
非課税 

公的年金等の収入金額＋【合計所得金額－（長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額）】－
公的年金等所得 

本人が市町村民税 
課税 

合計所得金額－（長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額） 
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■保険料の算定 

「⑥介護保険給付及び地域支援事業にかかる費用の見込み」で算出した202４(令和６)年度から

202６(令和８)年度の費用額に基づき、第１号被保険者の介護保険料基準額（第６段階）を算定し

ますと、月額9,111円（現行月額8,094円）となります。 

第９期介護保険事業計画については、後期高齢者数の増加により要介護認定者数が増えることに

より、介護サービス給付費の増加が見込まれ、1,385円の上昇となりますが、介護給付費準備基金

の取崩しにより、▲368円を引き下げ、第８期介護保険事業計画と比べ、1,017円、12.6％の上

昇となっています。 

※将来の給付費等にかかる費用額を現状の給付費等の伸び率による自然体で推計したところ、

2040(令和22)年度は約3,900億円となり、それを基に保険料基準額を試算すると、月額は

9,900円程度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※国において検討されている、国の標準段階（現状９段階）の多段階化（高所得者の標準 

乗率の引上げ及び低所得者の標準乗率の引下げ）を踏まえ、本市の保険料段階及び保険 

料率の変更について検討する予定であり、その場合、介護保険料基準額が変更になる 

可能性があります。 

また、現時点では、介護報酬改定を含んでいませんので、国から介護報酬改定の詳細が 

示され次第、介護保険料基準額の改定に反映いたします。 
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８ 施策の推進体制 

 

■市民等の意見反映のための体制 

被保険者、保健・医療・福祉関係者、学識経験者等で構成する「大阪市社会福祉審議会高齢者

福祉専門分科会」では、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づいた高齢者施策

の推進において、市民や関係団体の意見反映に努めています。 

 

■施策推進のための体制 

全庁的な組織である「大阪市高齢者施策連絡会議」では、高齢者施策を総合的かつ円滑に推進

するための体制整備を図るとともに、計画の進捗管理を行います。 

この計画に基づき高齢者施策を進めるにあたっては、引き続き、課題解決に向けて必要な情報・

資料の収集・分析、ニーズや実態把握のための調査・分析等を行いながら取り組んでいきます。

計画の進捗状況は「大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会」へ報告し、委員の意見などを

踏まえ、効果的・効率的な高齢者施策の推進へつなげます。 

また、「大阪市地域密着型サービス運営委員会」や「大阪市地域包括支援センター運営協議会」

を設置し、適正な運営、公平・中立性の確保を図ります。 
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